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５ 物件調書 
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(１) この調書は、入札への参加予定者が事業用地を確認する上での参考資料です。お申

込みの前に、必ず現地をご確認ください。 
 
(２) 最寄り駅からの距離は、駅から事業用地までの概ねの直線距離を表示しています。 

 
(３) 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物の建築等に伴い必

要となる道路後退等については、関係機関にご確認ください。 
 
(４) 土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議し

てください。 
 
(５) 各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と

十分協議してください。 
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物 件 明 細 

物件番号 事業用地名称 堺宮園住宅用地 

１ 所 在 地 堺市中区宮園町15番17 

交通機関 泉北高速鉄道「深井駅」から西へ約１km 

面 積 登 記 簿 ： 2,366.83㎡ 
実 測 ： 2,366.83㎡ 地 目 宅地 

接面道路の 
状況 

北側 ： 幅員 約 26ｍ（市道八田北深井沢線） 
西側 ： 幅員 約 16m（一部 約 24m）（市道中深井泉田中線） 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 

市街化区域 

用途地域 近隣商業地域、第一種中高層住居専用地域 

地域地区 準防火地域、高度地区（第二種） 

建 蔽 率 80 ％・60 ％ 容 積 率 300 ％・200 ％ 

その他の 
法令等  

私道の負担等に

関する事項 
負担の有無 無 

負担の内容 ― 

供

給

処

理

施

設

の

状

況 

区 分 配管等の状況 照 会 先 及 び 電 話 番 号 

公営水道 有 堺市上下水道局水道部水運用管理課 

072‐275‐1126 

電 気 有 関西電力送配電㈱コンタクトセンター 
0800‐777‐3081 

都市ガス 有 大阪ガス㈱導管情報センター 
06‐6202‐2141 

公共下水道 有 堺市上下水道局下水道管路部下水道管理課 

072‐250‐9116 
【留意事項】 
 
１ 既存物を含め、その他、事業用地に存するものすべてを現状有姿で売却しますので、事業用地の

引渡しはあるがままの状態です。府営住宅等の撤去工事を平成27年度から令和元年度にかけて行
っていますが、残置物等が残存している可能性がありますので、これらを撤去される場合は落札

者の責任（費用負担含む）において、関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 
 
２ 府営住宅の撤去工事における、杭引抜き工事の記録は、参考図１（P.26）及び参考図２（P.27）
を参照ください。また、杭引抜き工事の写真等は、大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室で閲覧

できますので、閲覧を希望される場合は、事前にご連絡のうえ日時の予約をお願いします。 
なお、杭引抜き工事施工中に破損した杭やその他の残置物等が地中に残っている可能性があり

ますので、これらを撤去される場合は落札者の責任（費用負担を含む）において関係法令を遵守

のうえ適切に実施してください。 
（お問合せ先：大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課資産活用グループ 

電話：06‐6210‐9760） 
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３ 事業用地にて試掘調査を実施したところ、可能性としては、従前府営住宅の駐車場や車路等の
舗装下部の路盤及び路床等が時間の経過等により硬化したと推測されるものが確認されました。 
試掘調査の結果は、参考図３（P.28）及び参考資料１（P.29）を参照ください。また、試掘時の
写真等は、大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室で閲覧できますので、閲覧を希望される場合
は、事前にご連絡のうえ日時の予約をお願いします。 
なお、残置物等については、新たに発見される可能性もあるため、その際は落札者の責任（費
用負担含む）において、関係法令を遵守のうえ適切に処置してください。 
（お問合せ先：大阪府都市整備部住宅建築局住宅経営室施設保全課資産活用グループ 

電話：06‐6210‐9760） 
 
４ 供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したものです。接続等利用については、落札者に

おいて各施設の管理者と協議してください。 

 

５ 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示しています。土地利用に必要な接道条件（幅員、連続

性等）や建物の建築等に伴い必要となる道路後退等については、落札者において関係機関にご確

認ください。  
６ 汚水排水は、事業用地西面には面整備管がありますが、事業用地北面には幹線管のみ敷設され

ています。堺市による事業用地への新たな汚水管布設計画はないため、事業用地北側に排水する

場合は、落札者の責任（費用負担含む）において、幹線管までの排水経路を整備する必要がありま

す。詳細については、堺市上下水道局下水道管路部下水道管理課と協議してください。 
（お問合せ先：堺市上下水道局下水道管路部下水道管理課 電話：072‐250‐9116）  
７ 事業用地に越境物が発見された場合、その取扱いについては、落札者にて隣接者及び所有者と

協議してください。 

 
８ 事業用地は、土地造成と利用履歴から人為的な土壌汚染の恐れは考えにくいため、府による土
壌調査は実施していません。なお、国土地理院の航空写真によると、本事業用地は府営住宅建設前
には耕作地であったと思われます。また、売買契約後、汚染土壌処理基準を超えている土壌が発見
され、撤去及び処分等を行われる場合は、落札者の責任（費用負担含む）において、関係法令を遵
守のうえ適切に実施してください。 

 
９ 事業用地は、宮園遺跡、宮園町東遺跡及び堀上町遺跡に該当するため、土木工事等を行う場合に
は、着手しようとする日の60日前までに堺市あてに文化財保護法93条の1に基づく届出を提出して
いただく必要があります。その際に求められる対応も含め、落札者の責任（費用負担含む）におい
て、関係法令を遵守のうえ適切に対応してください。 
過去に当該地周辺で大阪府教育委員会又は堺市教育委員会による埋蔵文化財の確認調査や発掘
調査が行われた結果、遺構及び遺物が検出されています。 
調査結果が掲載された資料冊は、以下URLにて公表されています。詳細については、それぞれ
の部署に確認してください。 
（お問合せ先：大阪府教育庁文化財保護課 電話：072‐291‐7401、 

堺市文化観光局歴史遺産活用部文化財課 電話：072‐228‐7198）  
・宮園遺跡① https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/22996 
・宮園遺跡② https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/62775 
・宮園遺跡③ https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/70695 
・宮園遺跡④ https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/138643 
・宮園遺跡⑤ https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/138647 

 ・宮園町東遺跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/55194 
 ・堀上町遺跡① https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/55149 
 ・堀上町遺跡② https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/55105 
 

  

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/22996
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/62775
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/70695
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/138643
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/138647
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/55194
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/55149
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/55105
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（１）位置図  
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（２）平面図  
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（３）参考図１  
 
※杭引抜き工事の記録は以下のとおりになります。なお、施工中に破損した杭やその他

の残置物等が地中に残っている可能性もあるため、その際は落札者の責任（費用負担

含む）において、関係法令を遵守のうえ適切に処置してください。 
詳細情報は次頁を参照ください。 

 

※
参
考
図
は
、
過
去
に
実
施
し
た
府
営
住
宅
の
撤
去
工
事
の
成
果
品
を
も
と
に
作
成
し
て
い
る
た
め
、
一
部
の
敷
地
境
界
線
等
が
現
状
と
は
異
な
り
ま
す
。

 

次
頁
に
拡
大
図
及
び
杭
引
抜
き
結
果
一
覧
を
記
載
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（４）参考図２  
 
※杭引抜き工事の記録は以下のとおりになります。なお、施工中に破損した杭やその他

の残置物等が地中に残っている可能性もあるため、その際は落札者の責任（費用負担

含む）において、関係法令を遵守のうえ適切に処置してください。 
広域図については、前頁を参照ください。 
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（５）参考図３  
 
※残置物等については、新たに発見される可能性もあるため、その際は落札者の責任

（費用負担含む）において、関係法令を遵守のうえ適切に処置してください。 
 試掘調査結果については、次頁を参照ください。 
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異
な
り
ま
す
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（
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）
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P.
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）
を
参
照
く
だ
さ
い
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。
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（６）参考資料１  
 
※残置物等については、新たに発見される可能性もあるため、その際は落札者の責任 
（費用負担含む）において、関係法令を遵守のうえ適切に処置してください。 

 試掘調査位置図については、前頁を参照ください。 
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（７）丈量図  
 
※事業用地は堺市中区宮園町15-17、15-20、25-23の３つの用地を合筆しています。 
 合筆後の丈量図（求積図）はないため、以下の合筆前の資料を参照ください。 
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